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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レーザによって支援される目の処置のための装置であって、
　収束されたレーザ光線を提供するように構成されかつ接続ポートを有するレーザデバイ
スと、
　目との接触表面を有しかつ前記接続ポートで前記レーザデバイスに着脱可能に接続する
ように構成された第１付属モジュールと、
　前記レーザ光線の測定を実行する測定デバイスを含む第２付属モジュールであって、前
記第１付属モジュールの代わりに前記接続ポートで前記レーザデバイスに着脱可能に接続
するように構成された第２付属モジュールと
を含み、
　前記接続ポートが、前記第１および第２付属モジュールのうちの選択された一方をスラ
イド式に受け入れるように適合されたスライドイン構造を含む、装置。
【請求項２】
　前記スライドイン構造が少なくとも１つのスロットを含み、前記第１付属モジュールお
よび前記第２付属モジュールがそれぞれ、前記スロットにスライド式に挿入するための少
なくとも１つの周縁部分を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記第２付属モジュールが少なくとも１つの測定センサと、前記レーザ光線の伝播方向
において前記測定センサの上流に配置された１つまたは複数のレンズとを含む、請求項１
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または２に記載の装置。
【請求項４】
　前記１つまたは複数のレンズが前記レーザ光線をコリメートするように適合される、請
求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記１つまたは複数のレンズが前記レーザ光線の伝播方向において前記レーザ光線の焦
点の上流に配置され、かつ拡散特性を有する、請求項３または４に記載の装置。
【請求項６】
　前記第２付属モジュールが、互いに分離可能に接続された複数のセクションを含み、前
記複数のセクションのうちの第１セクションが前記１つまたは複数のレンズを収容し、お
よび前記複数のセクションのうちの第２セクションが前記少なくとも１つの測定センサを
収容し、前記第１セクションが前記レーザデバイスの前記接続ポートと係合するための接
続構造を含む、請求項３～５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項７】
　前記第１および第２セクションは互いにねじ接続される、請求項６に記載のレーザ装置
。
【請求項８】
　前記測定デバイスが、２光子吸収に基づいて動作するＴＰＡ検出器と、１光子吸収に基
づいて動作するＳＰＡ検出器とを含み、前記レーザ光線がパルス化レーザ光線であり、前
記測定デバイスが光線強度を測定し、および前記測定された光線強度に基づいて前記レー
ザ光線のパルス持続期間を決定するように構成される、請求項１～７のいずれか一項に記
載のレーザ装置。
【請求項９】
　収束されたレーザ光線を提供するように適合されたレーザデバイスを作動するための方
法であって、前記レーザデバイスが接続ポートを含み、前記方法が、
　前記接続ポートで前記レーザデバイスに着脱可能に接続された第１付属モジュールを前
記レーザデバイスから取り外すステップであって、前記第１付属モジュールが目との接触
表面を含み、前記取り外しが、前記接続ポートの接続構造を、前記第１付属モジュールの
相補的な接続構造から機械的に切り離すことを含む、ステップと、
　前記第１付属モジュールの前記取り外しに続いて、第２付属モジュールを前記接続ポー
トで前記レーザデバイスに接続するステップであって、前記第２付属モジュールが測定デ
バイスを含み、前記接続が、前記接続ポートの前記接続構造を前記第２付属モジュールの
相補的な接続構造と機械的に係合することを含む、ステップと、
　前記第２付属モジュールが前記レーザデバイスに接続されている状態の間、前記レーザ
光線の測定を実行するように前記測定デバイスを作動するステップと
を含み、
　前記接続ポートが、前記第１および第２付属モジュールのうちの選択された一方をスラ
イド式に受け入れるように適合されたスライドイン構造を含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、レーザによって支援される処置のための装置に関する。詳細には本開示は、
レーザデバイスによって放射される光線の測定を可能にする測定モジュールと、そのよう
なモジュールをレーザデバイスに取り付ける方法とに関する。特定の実施形態において、
測定モジュールによって決定された測定値は、レーザデバイスによって放射された光線の
パルス持続期間に関する情報を決定するために使用される。
【背景技術】
【０００２】
　超短パルス持続期間のパルス化レーザ光線を放射するレーザデバイスは、例えば、レー
ザによって支援される処置の分野を含む数々の用途に導入されている。本開示に関連して
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、超短パルス持続期間は、アト秒、ピコ秒、フェムト秒またはナノ秒範囲のパルス持続期
間のことをいう。
【０００３】
　ヒトの目のレーザによって支援される処置の分野において、超短パルス化レーザ光線が
、目の組織に１つまたは複数の切開を形成するためにしばしば使用される。
【０００４】
　従来技術において、ヒトの目の組織に切開を形成するために使用されるレーザデバイス
は、接触部材を取り付けられた付属モジュールと一緒に配備されることがあり、接触部材
はレーザデバイスのレーザ光線に透過性であり、処置される目に対する接触表面を提供す
る。この付属モジュールは患者インターフェースと称されることが多い。典型的に、それ
は一回使用すると廃棄される使い捨てアイテムである。廃棄可能性に対する要求を考慮す
ると、患者インターフェースを着脱可能な方法でレーザデバイスに接続する対策を講じる
必要がある。このためにレーザデバイスは適切な接続ポートを提供することができる。
【０００５】
　従来技術における患者インターフェースの例示的な実施形態は、国際公開第２０１２／
０４１３４７　Ａ１号パンフレットに記載されかつ示され、その全内容は参照により本明
細書に援用される。
【０００６】
　レーザデバイスが目の処置のために（または他のいずれかの種類の用途のために）配備
される場合、レーザデバイスによって放射されるレーザ光線は特定の予め決められた要件
に従うことが保証されるべきである。光線の質、従って処置の質および成功に対して決定
力を有する１つの光線パラメータは、レーザ光線の各光線パルスの持続期間である。レー
ザデバイスを適切に構成するためにレーザデバイスを製造する間、パルス持続期間を測定
できることのみならず、１つまたは複数の公称値からの潜在的な偏差を確認するために、
顧客へのレーザデバイスの納入後、パルス持続期間を随時調べ得ることも望ましい。その
ような偏差はレーザデバイスの経年劣化が原因である可能性があり、またはレーザデバイ
スの変化する環境的条件によって、例えば周囲温度または空気の湿度の変化によって引き
起こされる可能性がある。レーザデバイスが配備された場所でパルス持続期間を点検する
ことが望まれるときは常に製造会社のサービスマンを呼ばなければならない場合、それは
非効率的であろう。顧客／使用者自身が必要な測定またはテストを随時実行できれば好ま
しいであろう。このため、レーザデバイスのレーザ光線の測定を実行するために、必要に
応じてレーザデバイスに取り付けることができる取り扱いが容易な装置を使用者に提供す
ることが望ましい。測定装置を取り付けるためにレーザデバイスの構造的な修正が必要な
いこと、およびレーザデバイスをその通常の使用場所から離れた専用測定工場まで移す必
要がないことが特に望ましい。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　このため、本開示は、レーザによって支援される目の処置のための装置を提供し、装置
は収束されたレーザ光線を提供するように構成されかつ接続ポートを有するレーザデバイ
スと、目との接触表面を有しかつ接続ポートでレーザデバイスに着脱可能に接続するよう
に構成された第１付属モジュールと、レーザ光線の測定を実行する測定デバイスを含む第
２付属モジュールであって、第１付属モジュールの代わりに接続ポートでレーザデバイス
に着脱可能に接続するように構成された第２付属モジュールとを含む。
【０００８】
　本装置は、レーザデバイスの同一の接続ポートを、第１付属モジュール（上でさらに記
載した種類の患者インターフェースを含み得るか、または形成し得る）または第２付属モ
ジュールをレーザデバイスに選択的に取り付けるために使用することを可能にする。第２
付属モジュールを後で使用することは、接続ポートが空いて、先に取り付けられた患者イ
ンターフェースが取り外されることを必要とする。第２付属モジュール（測定モジュール
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と称されることもある）は第１付属モジュールと同じ取り付けおよび取り外しの労力を実
質的に必要とする。患者インターフェースの接続用の使い易い接続ポートを提供するレー
ザデバイスが商業的に入手可能であることを考慮すると、本発明はそのようなレーザデバ
イスと一緒に、日常で使用するために設計可能な測定モジュールを同様に簡単に使用する
ことを可能にする。
【０００９】
　本開示の範囲内で、接続ポートは、レーザデバイス側で第１および第２付属モジュール
の接続に寄与する任意の構造を包含する。例えば、接続ポートは、第１または第２付属モ
ジュールとの形状合致、圧力嵌めおよび磁力係合のうちの少なくとも１つを保証する１つ
または複数の接続要素を含み得る。圧力嵌め接続は、例えば、ねじまたはクランプによっ
て実現可能である。圧力嵌め接続に関して、接続ポートは、光線の伝播方向を横切る方向
における第１または第２付属モジュールのスライド挿入を可能にするスライドイン構造を
提供し得る。スライドイン構造に挿入されると、第１または第２付属モジュールは、形状
合致によって光線の伝播方向において位置的に固定される。スライドイン構造と連動する
１つまたは複数の停止表面も同じく、挿入方向における第１または第２付属モジュールの
位置的な形状合致による固定を保証し得る。
【００１０】
　接続ポートは、第１付属モジュールおよび第２付属モジュールによって共通に使用され
る少なくとも１つの接続構造を含み得る。加えて、接続ポートは、付属モジュールの一方
によって排他的に使用される少なくとも１つの他の構造を含み得る。従って、本開示は、
接続ポートの一部が第１および第２付属モジュールの一方によって使用されるが他方によ
って使用されない可能性を提供する。他の実施形態において、接続ポートの全体が、第１
付属モジュールおよび第２付属モジュールの両方によって使用される。
【００１１】
　実施形態によれば、接続ポートは、第１および第２付属モジュールの選択された一方を
スライド式に受け入れるように適合されたスライドイン構造を含み得る。スライドイン構
造は、少なくともスロットを含み得、第１付属モジュールおよび第２付属モジュールはそ
れぞれ、スロットにスライド式に挿入するための少なくとも１つの周縁部分を含み得る。
【００１２】
　国際公開第２０１２／０４１３４７　Ａ１号パンフレットに開示されるような患者イン
ターフェースは、第１付属モジュールの可能な実施形態である。この文献は、ワンピース
型、すなわち患者インターフェースの一体構造を開示するが、これが本開示を決して限定
するものではないことを理解すべきである。患者インターフェースの多部分構成は本開示
の範囲内で等しく想定可能である。特定の実施形態では、第２付属モジュールは、少なく
とも１つの測定センサと、レーザ光線の伝播方向において測定センサの上流に配置された
１つまたは複数のレンズとを含み、１つまたは複数のレンズはレーザ光線の拡散を変更ま
たは成形するように適合される。一部の実施形態において、１つまたは複数のレンズはレ
ーザ光線をコリメートするように適合可能である。ヒトの目の組織に切り込むために超短
パルス化レーザ光線を使用するレーザデバイスは典型的に、レーザデバイスによって送達
される（収束された）レーザビームの比較的大きい数字のアパーチュアによって特徴付け
られる。換言すると、ビームがレーザデバイスを出るときのビームの拡散は比較的大きい
。そのような状況下では、収束したレーザビームをコリメート（すなわち平行または実質
的に平行にする）して測定センサの場所で可能な限り高い光線強度を達成することが有利
であり得る。レーザ光線の拡散を変更または成形するために使用される１つまたは複数の
レンズは、特定の実施形態において、単レンズから構成され得る。他の実施形態では、１
つまたは複数のレンズの多レンズ構成が考えられる。特定の実施形態において、１つまた
は複数のレンズはレーザ光線の伝播方向においてレーザ光線の焦点の上流に配置され、か
つ拡散特性を有する。しかしながら、１つまたは複数のレンズがレーザ光線の伝播方向に
おいて焦点の下流に配置される実施形態も本開示の範囲内にあることが意図されることを
理解すべきである。そのような実施形態では、１つまたは複数のレンズはレーザ光線の収
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束特性を有する。
【００１３】
　特定の実施形態によれば、第２付属モジュールは、互いに分離可能に接続された複数の
セクションを含み得、複数のセクションのうちの第１セクションは１つまたは複数のレン
ズを収容し、および複数のセクションのうちの第２セクションは少なくとも１つの測定セ
ンサを収容し、第１セクションはレーザデバイスの接続ポートと係合するための接続構造
を含む。複数のセクションを有する第２付属モジュールの構成は、商業的に入手可能な測
定デバイスを用いて、適切なインターフェースを設計する可能性を開き、その結果、イン
ターフェースはレーザデバイスの接続ポートに形状を一致させられ、測定デバイスとの接
続のために適合される。第２付属モジュールの第１および第２セクションの接続は、例え
ばねじ係合を介したものであり得る。
【００１４】
　特定の実施形態において、測定デバイスは、レーザ光線の光線強度を測定し、測定され
た光線強度に基づいてレーザ光線のパルス持続期間を決定するように構成される。このた
め、測定デバイスは、２光子吸収に基づいて作動する第１の光検出器を含み得る。第１の
光検出器は検出器信号を出力し得、検出器信号は、２光子吸収の理論から一般に知られて
いるように、第１光検出器の検出表面での光線強度入射の二乗に比例し得る。さらに、入
射強度は、一定の幾何学的照射状態に関してパルスピーク出力に比例し、パルスピーク出
力は所与のパルスエネルギーおよび所与のパルス反復率に関して、すなわち所与の平均出
力に関して、パルス持続期間に反比例する。上記の関係性は以下のように数学的に表すこ
とができる：

【数１】

　上記式中、

【数２】

はパルスピーク出力を示し、Ｅpはパルスエネルギーを示し、τはパルス持続期間を示し
、
【数３】

はレーザデバイスの平均出力を示し、およびｆはパルス反復率を示す。従って、パルス持
続期間は測定されたパルスピーク出力に基づいて決定可能である。さらに、決定されたパ
ルス持続期間の分析に基づいて、望ましくない二重パルスの発生を検出することが可能で
ある。そのような二重パルスは、例えば、レーザデバイスのモードロック動作の動作不良
の指標であり得る。
【００１５】
　特定の実施形態において、測定デバイスは、１光子吸収に基づいて作動する第２の光検
出器を含む。従って第２光検出器はレーザデバイスの平均レーザ出力の測定値を得ること
を可能にする。
【００１６】
　本開示はさらに、収束されたレーザ光線を提供するように適合されたレーザデバイスを
作動するための方法を提供し、レーザデバイスは接続ポートを含み、方法は、接続ポート
でレーザデバイスに着脱可能に接続された第１付属モジュールをレーザデバイスから取り
外すステップであって、第１付属モジュールが目との接触表面を含み、取り外しが、接続
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ポートの接続構造を、第１付属モジュールの相補的な接続構造から機械的に切り離すこと
を含む、ステップと；第１付属モジュールの取り外しに続いて、第２付属モジュールを接
続ポートでレーザデバイスに接続するステップであって、第２付属モジュールが測定デバ
イスを含み、接続が、接続ポートの接続構造を第２付属モジュールの相補的な接続構造と
機械的に係合することを含む、ステップと；第２付属モジュールがレーザデバイスに接続
されている状態の間、レーザ光線の測定を実行するように測定デバイスを作動するステッ
プとを含む。
【００１７】
　本発明の特定の実施形態は、添付図面の以下の説明からさらに明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】ある実施形態による第１の構成の眼用レーザ装置の概略図を示し、ここでは測定
モジュールがレーザデバイスの集束物体に取り付けられている。
【図２】ある実施形態による患者インターフェースの斜視部分破断図を示し、ここで患者
インターフェースは測定モジュールの代わりに図１のレーザデバイスの集束物体に取り付
け可能である。
【図３】ある実施形態による図１の測定モジュールの詳細を示す部分破断図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　最初に図１が参照される。この図は、レーザによって支援される目の処置の際に使用す
るために設計されたレーザ装置１０を非常に概略化した方法で示す。詳細には、レーザ装
置１０は、超短パルスレーザ光線を用いてヒトの目の組織に切開を形成するために設計さ
れ、前記光線は赤外線範囲内（例えば約８００ｎｍ～約１３００ｎｍなど）または約３０
０ｎｍを超える紫外線範囲内の中心波長を有し得、約３００ｎｍの限界値は、治療される
目の角膜に入るまたは通る光線の十分な透過を保証するように意図されている。目に切開
を形成するのに有用であり得る例示的なＵＶ範囲は約３４０ｎｍ～３６０ｎｍである。
【００２０】
　レーザ装置１０はレーザデバイス１２、ならびにレーザデバイス１２と接続可能な複数
の付属モジュールをそれぞれ同時に含む。これらの付属モジュールは異なる種類の付属モ
ジュールを含み、各種類は異なる目的および機能のために設計される。レーザデバイス１
２は、全ての付属モジュールによって共通に使用される接続ポート１４を有する。従って
レーザ装置１０の使用者（例えば医師または助手）がレーザデバイス１２と一緒に第１の
種類の付属モジュールを、続いて第２の種類の付属モジュールを使用することを要求する
ときは常に、使用者は第１の種類の付属モジュールを接続ポート１４から取り外し、次い
で第２の種類の付属モジュールを接続ポート１４に取り付ける必要がある。
【００２１】
　異なる種類の付属モジュールは、特定の実施形態において、測定モジュール１６（図３
にも示される）および患者インターフェース（図２にも示される）を含む。測定モジュー
ル１６はレーザ光線の測定をレーザデバイス１２の設置場所で実行することを可能にする
。詳細には、測定モジュール１６は、２光子吸収の効果に基づいてレーザ光線のパルスピ
ーク出力を決定するように構成される。当業者によって一般的に理解されるように、２光
子吸収とは、分子が２つの光子を同時に吸収するときに基底状態から励起状態へ移行する
分子のプロセスのことをいう。基底状態と励起状態との間の適切に選択されたバンドギャ
ップを有するＴＰＡ（２光子吸収）検出器を使用することによって、レーザ光線の所与の
波長に関してＴＰＡ検出器がＴＰＡ事象の場合に限り検出器信号を出力することを保証し
得る。
【００２２】
　分子の励起状態への移行を引き起こすために単一の光子で十分である１光子吸収と比較
すると、ＴＰＡ事象の確率はかなり低い。一般に、ＴＰＡ事象の回数、従ってＴＰＡ検出
器の信号の大きさは、レーザ光線の入射強度の二次依存性を有するが、ＳＰＡ（単一光子
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吸収または１光子吸収）の検出器信号は入射強度の一次依存性を示す。所与の検出器に関
して、および所与のレーザ光線の光線パラメータに関して、強度はパルスピーク出力に比
例し、所与のパルスエネルギーおよび所与のパルス反復率に関して、すなわち所与のレー
ザ光線の平均出力に関して、パルスピーク出力はパルス継続期間に反比例する。従って、
例えばＳＰＡ検出器の信号強度に関連付けられるとき、ＴＰＡ検出器の信号強度からパル
ス継続期間を決定することが可能である。
【００２３】
　図１の例示的実施形態において、測定モジュール１６は、互いに着脱可能に接続される
複数のセクション（またはサブモジュール）を含む。具体的には、測定モジュール１６は
、検出セクション１８およびインターフェースセクション２０を含む。例えば、検出器セ
クション１８およびインターフェースセクション２０は互いにねじ接続される。従って、
検出器セクション１８には１つまたは複数のねじ構造（図１に示されない）を設けること
ができ、インターフェースセクション２０には１つまたは複数の相補的なねじ構造（同じ
く図１に示されない）を設けることができ、その結果、検出器セクション１８およびイン
ターフェースセクション２０は、例えばスライドまたはねじ込み動作によって互いに接続
および切り離すことができる。本開示は検出器セクション１８とインターフェースセクシ
ョン２０との間のねじ込みまたはスライド接続に限定されないこと、および様々な種類の
分離可能な接続、例えば差込み接続を想定できることを理解すべきである。
【００２４】
　特定の実施形態において、検出器セクション１８は、例えばピーク出力検出器などの商
業的に入手可能な検出器デバイスであるか、またはそれを含む。インターフェースセクシ
ョン２０は、検出器セクション１８をレーザデバイス１２に機械的および／または光学的
に整合させることを可能にする整合ツールを形成するものとして理解することができる。
検出器セクション１８の特定の設計に依存して、インターフェースセクション２０は様々
な構成を取り得る。
【００２５】
　レーザデバイス１２はレーザビーム２４を生成するレーザ源２２を含む。ビームエキス
パンダー２６はレーザビーム２４を拡張する役割を果たす。ビームエキスパンダー２６に
よるビーム拡張に続いて、レーザビーム２４は走査デバイス２８に入り、そこでビーム２
４はｘ－ｙ走査、すなわちビーム２４の伝播方向と直交する方向における走査にかけられ
る。例えば、走査デバイス２８は、レーザビームを電気光学的に走査できる、相互に直交
する傾斜軸の周りで傾斜するように支持される走査ミラーの対、例えば電気測定的に作動
されるスキャナミラーの対、または電気光学的結晶を、当技術分野でそれ自体広く知られ
る方法で含む場合がある。走査デバイス２８の下流（すなわちビーム２４の伝播方向に関
して）に配置された収束物体３０は、レーザビーム２４を焦点に収束する役割を果たす。
収束物体３０は例えばＦ－θ型であり得、または他のいずれかの型であり得る。
【００２６】
　制御ユニット３２が、図１に３４で概略的に示される制御プログラムの制御下でレーザ
源２２および走査デバイス２８の作動を制御するために提供される。制御プログラム３４
は、目の外科手術を受ける患者の目の組織に１つまたは複数の切開を形成するように設計
されたプログラム命令を含み得る。例えば、切開は、ＬＡＳＩＫ（レーザ角膜切削形成術
）処置の一部として角膜組織に形成される場合があり、それにより周囲角膜組織と接続さ
れたままの円盤状組織である角膜組織弁を形成するようにし、その結果、それは横に広げ
ることができ、組織弁の下に配置された間質性組織の切除レーザ処置の後、処置部位を覆
うように折り戻すことができる。１つまたは複数の角膜切開の形成を必要とする他の種類
の処置は、角膜水晶体摘出および異物角膜移植（層状または穿通性）を含む。ヒトの目の
他の組織部分は、外科処置の過程で１つまたは複数の切開の形成を等しく必要とし得る。
例えば、白内障手術は、ヒトの水晶体に１つまたは複数の切開を形成することを必要とし
得る。
【００２７】
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　言うまでもなく、本開示を特定の種類の処置に限定することは決して意図されず、上に
記載した種類の処置は例として挙げられる。加えて、本発明はワークピースに切開または
切込みを形成することを考慮する場合にも、すなわち非生体物質を加工するときにも、適
用可能である。
【００２８】
　レーザデバイス１２はさらに、レーザビーム２４の焦点用のｚ走査能力を、すなわちビ
ーム２４の伝播方向に沿って焦点をシフトさせる能力を与えられ得る。ｚ走査能力は走査
装置２８またはビームエキスパンダー２６内に実装され得、例えば、可変位置または可変
屈折力の制御可能な光学素子を用いて実行され得る。ｚ走査能力がビームエキスパンダー
２６内に実装される場合、制御ユニット３２はビームエキスパンダー２６との制御接続も
有する。例えば走査デバイス２８はビーム焦点のｚ位置を制御可能な長手方向に調整可能
なレンズ、電気的に可変の屈折力、または変形可能ミラーを含み得る。
【００２９】
　接続ポート１４は収束物体３０の出力側に、すなわちレーザビーム２４が物体３０を離
れる収束物体３０側に形成される。具体的には、接続ポート１４は１つまたは複数の接続
構造を含み、１つまたは複数の接続構造が、収束物体３０の光学系を収容する箱（図１に
は詳細に示されない）と接続されるか、またはそれに形成される。図１に示される例示的
な実施形態では、接続ポート１４は、互いに距離を取って配置されかつ互いに向き合う開
放スロット側を有する接続スロット３６の対を含む。スロット３６はスライドイン構造を
画成し、それによりｘ－ｙ面と平行な滑り移動によりインターフェースセクション２０の
スライド挿入が可能になる。本明細書中、ｘ－ｙ面とは、レーザビーム２４が収束物体３
０を出るときのレーザビーム２４の伝播方向と直交する面のことをいう。図１に示される
ように、インターフェースセクション２０は、接続スロット３６と係合するためのインタ
ーフェースセクション２０の接続構造として機能するリブ状の周縁部分（またはフランジ
部分）３８を含む。インターフェースセクション２０のレーザデバイス１２への取り付け
は、周縁部分３８を接続スロット３６に挿入しインターフェースセクション２０を挿入開
始位置から挿入終了位置までｘ－ｙ面に沿って押すことによってそのように実行され、こ
こで挿入終了位置は、各接続スロット３６と協同して接続ポート１４によって提供される
１つまたは複数の停止構造（不図示）によって形成され得る。
【００３０】
　接続スロット３６および周縁部分３８は適切に寸法を決められかつ成形され、それによ
りレーザビーム２４の伝播方向における周縁部分３８の接続スロット３６内の十分に密接
した嵌合を保証するようにし、それによりビーム伝播方向におけるインターフェースセク
ション２０の収束物体３０に対する望ましくない移動遊びを回避するようにする。
【００３１】
　例示的な実施形態では、検出器セクション１８はＴＰＡ検出器４０、ＳＰＡ検出器４２
、評価ユニット４４およびビームスプリッタ４６を含む。収束物体３０を出てインターフ
ェースセクション２０を通って移動した後、レーザビーム２４は検出器セクション１８に
入り、そこでビームスプリッタ４６（例えば半透明ミラー）によって第１部分ビーム２４
’と第２部分ビーム２４’’とに分割される。第１部分ビーム２４’はＳＰＡ検出器４２
に向けられる。ＳＰＡ検出器４２は１光子吸収に基づいて動作し、第１部分ビーム２４’
の、従ってレーザビーム２４の平均出力を示す検出器信号を送る。第２部分ビーム２４’
’はＴＰＡ検出器４０に向けられる。ＴＰＡ検出器４０は、第２部分ビーム２４’の、ひ
いてはレーザビーム２４のピークパルス出力を示す検出器信号を送る。評価ユニット４４
は、検出器４０、４２によって生成された検出器信号を受け取り、検出器信号に基づいて
レーザビーム２４のパルス持続期間を決定する。代替実施形態では制御ユニット３２が、
検出器４０、４２から検出器信号を受け取って処理し、パルス持続期間を計算するように
構成され得る。
【００３２】
　検出器セクションに入るときにレーザビーム２４をコリメートすることが望ましい。検
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出器セクション１８は所与の寸法の入口ウィンドウまたは開口４８（図１に概略的に示さ
れる）を有し得、それを介してレーザビーム２４は検出器セクション１８に入る。レーザ
ビーム２４が、入口ウィンドウまたは開口４８を介して検出器セクション１８に入るとき
にコリメートされたビームであることを保証するために、インターフェースセクション２
０は、レーザビーム２４の所望のコリメートを引き起こすのに効果的なレンズ５０を収容
する。図１に示される例示的実施形態において、レンズ５０は発散レンズとして構成され
る。発散レンズは、収束物体３０を出るレーザビーム２４の焦点がビーム伝播方向におい
てレンズ５０の下流に配置される場合、所望のコリメートを達成することができる。代替
実施形態では、収束物体３０は、レーザビーム２４の焦点を、レンズ５０の上流に配置さ
れた点に合わせ得、この場合、レンズ５０は収束レンズとして構成される。図１はレンズ
５０を単レンズとして示すが、代わりに（２つ以上の）レンズの系が、レーザビーム２４
のコリメートのために提供されてもよいことを理解すべきである。
【００３３】
　ここでさらに図２が参照される。図２は患者インターフェース５２を示し、それは本体
部分５４、接触部材５６、および把持および接続セクション５８を有する。本体部分５４
は、図２の例示的実施形態では、軸６０、狭い方の軸方向端部６２および広い方の軸方向
端部６４を有する実質的に円錐形のスリーブ状部材として形成される。図１のレーザデバ
イス１２に挿入されると、すなわち接続ポート１４に接続されると、患者インターフェー
ス５２は、その軸６０がビーム伝播方向に向けられる。例証目的で、図２は収束物体３０
から送達される収束されたレーザビーム２４を示す。
【００３４】
　接触部材５６は本体部分５４の狭い方の軸方向端部６２の領域に配置され、処置を受け
る目が当接するための接触表面６６を提供する。図２の例示的実施形態では接触部材５６
は、平行な主表面を有する圧平板として形成されているが、接触部材５６は代替実施形態
では異なる表面設計を有し得ることを理解すべきである。例えば接触表面６６は、凹状ま
たは凸状あるいは他のいずれかの非平坦形状で形成されてもよい。少なくとも接触部材５
６の材料は、接触表面６６に当接する目の組織に光線が進入できるようにビーム２４のレ
ーザ光線に対して透過性である。
【００３５】
　把持および接続セクション５８はプレート部材６８を含み、プレート部材６８は本体部
分５４の広い方の軸方向端部６４の領域で本体部分５４と接続され、軸６０と直交する面
内に広がるように方向付けられる。プレート部材６８は把持用突出部７０を提供し、それ
によりレーザ装置１０の使用者が接触部材５６などの患者インターフェース５２の重要な
部分を汚染することなく患者インターフェース５２を把持することが可能になる。プレー
ト部材６８は、本体部分５４の周囲の少なくとも一部に沿って延在する半径方向（軸６０
に対して）に突出するフランジ７２に移行する。フランジ７２は、患者ポート５２がレー
ザデバイス１２に取り付けられるときに、接続ポート１４の接続スロット３６に係合する
ように設計された周縁部分７４を形成する。周縁部分７４は図１の周縁部分３８と機能お
よび設計が対応するように意図されている。
【００３６】
　図３は図１の測定モジュール１６の例示的実施形態の詳細を示す。見ることができるよ
うに、インターフェースセクション２０は、軸７８を有する円筒状インターフェース本体
７６と、第１および第２の軸方向端部８０、８２とを含む。第１軸方向端部８０の領域で
把持および接続セクション８４はインターフェース本体７６と接続される。把持および接
続セクション８４は患者インターフェース５２の把持および接続セクション５８の設計と
対応する設計のものである。具体的には、インターフェースセクション２０の把持および
接続セクション８４は、把持用突出部８８を提供するプレート部材８６を含み、ここでプ
レート部材８６および把持用突出部８８は患者インターフェース５２のプレート部材６８
および把持用突出部７０と機能的および構造的に同様または同一である。さらに、把持お
よび接続セクション８４は、患者インターフェース５２のフランジ７２と機能および構造
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に関して同様または同一であり図１に示される周縁部分３８を形成する半径方向に突出す
るフランジ９０を含む。図３では、インターフェースセクション２０の破断した図のため
に周縁部分３８の１つのみを見ることができる。
【００３７】
　その第２軸方向端部８２の領域においてインターフェース本体７６には保持リング９２
が取り付けられる。保持リング９２は、検出器セクション１８のハウジング９７の環状ね
じ部分９６とねじ係合するねじ付きリング部分９４を有する。保持リング９２は従ってね
じ部分９４、９６を一緒にねじり合せることによってインターフェースセクション２０と
検出器セクション１８とを接続することを可能にし、およびねじ部分９４、９６をねじっ
て緩めることによってインターフェースセクション２０と検出器セクション１８とを切り
離すことを可能にする。
【００３８】
　レンズ５０は支持部材９８を用いてインターフェース本体７６の内側に支持される。支
持部材９８は示される例示的実施形態ではインターフェース本体７６と別個の部材であり
、交換可能におよび／または調整可能にインターフェース本体７６に接続される。インタ
ーフェース本体７６と支持部材９８との別個の構成は、異なる支持部材９８の寸法でおよ
び／または支持部材９８とインターフェース本体７６との異なる相対的軸方向位置で実行
される試験を通してレンズ５０の適切な軸方向位置を特定するために有用である。例えば
、支持部材９８とインターフェース本体７６との接続はねじ込み接続であり得、それによ
りインターフェース本体７６に対する支持部材９８の、ひいてはレンズ５０の軸方向位置
は、支持部材９８を軸７８の周りで回転させることによって調整可能である。代替実施形
態では、支持部材９８はインターフェース本体７６と一体的に形成される。

【図１】 【図２】
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